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安
倍
元
首
相
の
「
国
葬
儀
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一 
「
国
葬
儀
」
と
は
何
か
。
そ
の
定
義
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

「
国
葬
儀
」
と
「
国
葬
」
と
は
違
う
の
か
。
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。
過
去
、
吉
田
元
首
相
の
国
葬
儀
を
め
ぐ
っ
て
、

「
国
葬
儀
に
『
儀
』
と
い
う
文
字
が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、
国
葬
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
と
の
政
府
答
弁
（
床
次
徳
二
総
理

府
総
務
長
官
・
参
内
閣
委
昭
和
四
十
四
年
七
月
）
が
あ
る
。 

三 

安
倍
元
首
相
の
「
国
葬
儀
」
の
経
費
は
全
額
、
政
府
予
算
（
予
備
費
）
か
ら
支
弁
す
る
と
の
理
解
で
良
い
か
。
ま
た
そ
の

額
は
い
く
ら
か
。 

四 

中
曽
根
元
首
相
の
内
閣
・
自
民
党
葬
で
は
、
約
一
億
九
千
万
円
が
支
出
（
政
府
と
自
民
党
が
折
半
）
さ
れ
た
。
今
回
は
、

多
数
の
海
外
要
人
の
弔
問
等
も
予
想
さ
れ
、
想
定
以
上
の
多
額
を
要
す
る
と
の
議
論
も
あ
る
と
聞
く
が
、
ど
う
か
。 

五 

今
回
、
安
倍
元
首
相
の
葬
儀
が
「
国
葬
儀
」
で
あ
る
一
方
、
首
相
在
任
中
に
沖
縄
本
土
復
帰
を
成
し
遂
げ
、
退
任
後
、
ノ

ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
け
た
佐
藤
栄
作
元
首
相
が
内
閣
・
自
民
党
・
国
民
有
志
に
よ
る
「
国
民
葬
」
で
あ
っ
た
理
由
は
何
か
。

そ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
当
時
、
佐
藤
元
首
相
の
業
績
へ
の
歴
史
的
評
価
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
議
論

や
、
「
法
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
」
と
す
る
内
閣
法
制
局
の
見
解
等
が
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。 



 

２ 

 

六 

岸
田
首
相
は
記
者
会
見
（
七
月
十
四
日
）
で
、
国
葬
儀
の
実
施
根
拠
と
し
て
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第
三
項
第
三
十
三
号

を
あ
げ
、
国
葬
儀
の
実
施
は
国
会
の
承
認
が
な
く
て
も
閣
議
決
定
で
可
能
と
し
、
内
閣
法
制
局
と
も
調
整
し
た
上
で
の
判
断

で
あ
る
と
し
た
が
、 

 

１ 

内
閣
法
制
局
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
か
。
念
の
た
め
、
確
認
す
る
。 

 

２ 

ま
た
、
上
述
の
よ
う
に
、
佐
藤
元
首
相
の
葬
儀
に
当
た
り
、
国
葬
儀
と
す
る
「
法
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
」
と
す
る
内

閣
法
制
局
の
見
解
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
整
合
性
如
何
。 

七 

岸
田
首
相
は
、
国
葬
儀
決
定
に
あ
た
り
、
「
国
葬
と
い
う
高
い
評
価
を
す
る
こ
と
で
派
遣
さ
れ
る
要
人
の
レ
ベ
ル
も
高
く

な
り
、
『
弔
問
外
交
』
に
も
つ
な
が
る
。
合
同
葬
だ
っ
た
ら
そ
う
は
い
か
な
い
」
と
周
囲
に
説
明
し
た
と
報
道
（
朝
日
新
聞

七
月
二
十
三
日
付
）
さ
れ
て
い
る
が
、
事
実
か
。 

八 

「
国
葬
儀
」
が
、
「
国
」
が
「
喪
主
」
と
な
り
、
「
国
」
が
営
む
葬
儀
で
あ
る
以
上
、
「
国
」
が
決
定
す
る
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
経
費
の
全
額
を
税
金
で
賄
う
以
上
、
「
国
権
の
最
高
機
関
」
「
国
民
の
代
表
者
」
た
る
国
会
の
意
思
決
定

が
不
可
欠
で
は
な
い
か
。
日
本
は
三
権
分
立
の
国
で
あ
り
、
か
つ
、
議
院
内
閣
制
の
国
で
あ
る
以
上
、
そ
の
三
権
の
一
つ
に

過
ぎ
な
い
行
政
権
の
行
使
主
体
で
あ
る
内
閣
が
、
閣
議
決
定
の
み
で
「
国
葬
」
を
決
め
る
の
は
、
そ
の
権
限
を
逸
脱
す
る
行



 

３ 

 

為
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。 

九 
戦
前
の
「
国
葬
令
」
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
、
「
国
葬
」
の
開
催
基
準
が
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
の
吉
田

茂
元
首
相
の
国
葬
時
に
も
国
会
で
議
論
（
水
田
三
喜
夫
大
蔵
大
臣
答
弁
「
何
ら
か
の
基
準
を
作
っ
て
お
く
必
要
あ
り
」
・
衆

決
算
委
昭
和
四
十
三
年
五
月
／
床
次
徳
二
総
理
府
総
務
長
官
答
弁
「
将
来
の
問
題
と
し
て
法
整
備
も
含
め
検
討
」
・
参
内
閣

委
昭
和
四
十
四
年
七
月
）
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
「
基
準
」
の
法
定
を
含
む
諸
課
題
を
先
送
り
し
て
き
た
国
会
や
内
閣

の
懈
怠
で
も
あ
る
。
今
後
、
早
急
に
そ
の
基
準
策
定
を
含
む
法
整
備
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


